
新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況① 

１．サービス別事業所数推移 

【訪問型サービス】 
【通所型サービス】 125.8% 

13,260 

【確認された実施状況の要点】 

○ 総合事業の事業所数は、訪問型サービス、通所型サービスともに増加していることが確認された。 

○ 従前相当サービスについては、ほとんどの自治体が国が定める単価と同じ単価で実施していた。一方、緩和型サービスについては、国が定め

る単価に対し、様々な単価水準が設定されていた。 

○ 総合事業への移行による事業者の撤退や定員減により、必要なサービスを受けることができなくなったとの苦情は確認されなかった。 

○ 従前相当サービスは、ほぼ全ての自治体で介護職員処遇改善加算が設定されていた。 

○ 総合事業の単価設定において、事業所との協議を実施した自治体は約６割、事業所に対する説明会を実施した自治体は約８割あった。 

※ 平成28年４月時点で事業を実施している514の市町村に対し、総合事業の実施状況について、確認を行った。 
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２．旧介護予防訪問介護・通所介護の報酬単価に対する市町村が設定した基本単価の水準 

（１）従前相当サービス 
【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

（２）緩和型サービス 

【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

３．利用者負担割合の設定の状況 

（１）従前相当サービス 

【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

（２）緩和型サービス 

【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

※ 従前相当サービスにおいて、「国が定める単価」を下回る報酬を設定している場合の市町村の具体的な対応。 
 ○ Ａ自治体：事業所や地域包括支援センターなどと調整の上で設定。 
 ○ Ｂ自治体：単位数の端数調整により、結果的に１０割を下回ることとなった。 
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Ｎ＝167 

新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況② 

地域支援事業実施要綱にお
いて国が定める単価（旧介護
予防訪問介護・通所介護の単

価に相当）に対する、市町村
が設定した単価の割合 

99.0% 

0.8% 

  ○ 従前相当サービスについては、ほぼ全ての自治体がこれまでの予防給付と同じ単価で実施していた。 

   ○ 一方で、緩和型サービスについては、国が定める単価に対し、様々な水準の単価が設定されていた。 
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新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況③ 

４．従前相当サービスにおける介護職員処遇改善加算の設定の状況 

加算を設定していない理由 
 
・ Ａ自治体：直営の事業であり、市町村の給与規定に依っているため。 

・ Ｂ自治体：もともと自治体内の事業所で処遇改善加算を算定している事業
所がなかったため。 

Ｎ＝501 

※ 基準緩和型サービスを実施する市町村では、約１／３の市町村が処遇改善加算を設定していた。 

５．利用者へのサービス提供への影響 

平成28年９月までにおける総合事業に関する利用者や家族からの苦情の有無。 

（１）総合事業移行による事業者の撤退や定員減により、必要なサービスを受けることができなくなった。   ０自治体（0.0%） 

（２）総合事業への移行により、事業所の職員の質が下がった。  ０自治体（0.0%） 

（３）総合事業への移行後、自身の身体の状態が悪化した。  ０自治体（0.0%） 

 ※ ただし、市町村において、以下の課題や対応が行われていることがわかった。 

   Ａ自治体：Ａ自治体において、生きがいづくりの通いの場を廃止し、新設した通所Aへの移行を進めたが、場所を変えたくないという利用者

の反対があり、通所Bとして存続させた。 

   Ｂ自治体：ケアマネジメントの結果、従前相当サービスの利用回数減となったが、一方で、個別リハの利用や自宅でできる訓練の実地指

導を行ったケースの利用者から、Ｂ自治体に対し、従前相当サービスの利用回数減に関する苦情があった。 

   Ｃ自治体：基準緩和型の通所サービス事業所において、定員オーバーで、祝日振り替え分の利用ができなかったという苦情があり、自治

体で、基準緩和型サービスの実施事業所が増加するよう働きかけを実施している。 

○ 従前相当サービスは、ほぼ全ての自治体で介護職員処遇改善加算が設定されていた。 
○ 総合事業への移行による事業者の撤退や定員減により、必要なサービスを受けることができなくなったとの苦情は確認されなかった。 
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６．旧介護予防訪問介護・通所介護の報酬単価を下回る単価設定を行っている自治体における単価設定の対応（複数回答） 

①価格設定の根拠 ②単価設定のプロセス 

Ｎ＝182 

新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況④ 

※ 182自治体中、全ての項目に不対応の自治体は５自治体（2.7%） 

○ 総合事業の単価設定において、事業所との協議を実施した自治体は約６割、事業所に対する説明会を実施した自治体は約８割あった。 
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